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資料4

(3 )児童館 ･学童クラブ

【施設の概要】

設置目的 施設数 平均規模 平均利用率

児童館

0歳から 18歳までの児童の健全育

成に資するため、児童福祉法に基
づき、小学生の放課後居場所事業

や子育て支援事業等の実施を目的
として設置

42

※児童青少
年センター

を含む

657 m
2

学童クラブ

保護者が就労など"こより、 昼間留

守になる家庭の児童を対象にした
放課後の生活の場として設置
(学童クラブは児童館併設を含め
ると 49施設)

児童館併設
38

単独館
11

lo l m2 97.4%

※ 児童 少年センター｣ ;中 ･高校生を主な利用対象とする大型児童館
t
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【施設の配置】
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簿幅寺児童館
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飯田山児諦館

納泉児童館
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『杉並区区立施設再編整備計画 (第一期) (素案) ･第一次実施プラン (中間のまとめ)』
より抜粋



【課題と再編整備の方向性】

児童館は、 0 歳から l8 歳までの児童の健全育成を目的に設置された施設で、
38 館が学童クラブを併設しています。 近年では、 女性の社会進出の本格化等に

伴って学童クラブの需要は大幅に伸びている一方、 中 ･高校生の利用は極めて

少数にとどまるなど、 設置目的と利用実態には大きな垂離が生じています。 ま

た、 ｢子ども ･子育て支援新制度｣ (※P7参照)の本格施行 (平成 27年度予定)

に向け、子育て支援サービスに関する総合的な相談や情報提供等を行うための
地域子育て支援拠点を整備していくことが課題となっています。

これらの状況等を踏まえ、 現在の児童館としての施設は廃止し、 これまで児

童館が担ってきた子育て支援に関する機能 ･役割は、新たな子育て支援施設等
で再編します。

【具体的な取組】

○学童クラブや小学生の放課後居場所事業は、児童の安全と健全な育成環境を
確保するため、小学校内での実施を基本として、計画的な移設等を進めます。
また、 増大する学童クラブの需要に対応するため、 当面、 一部の児童館施設
(10か所程度) を学童クラブ専用館として活用します。

0 ｢子ども ･子育て支援新制度｣ が平成 27年度以降に本格施行されることを受
け、新たに (仮称) 子どもセンタ- (9か所程度) を段階的に整備し、身近な
地域の子育て支援拠点として、 保育をはじめとする子育て支援サービスに関
する総合的な相談及び情報提供、 乳幼児親子のつどいの広場 (ゆうキッズ)、
一時預かり保育等を一体的に行います。 5 か所は各保健センター内に設置し、
母子保健との連携により総合的な子育て相談支援等を行い、4か所程度は既存
の児童館施設を活用して設置します。

0 中 ･高校生の居場所事業は、 ｢中 ･高校生の新たな居場所づくり懇談会｣ の意
見等を踏まえて今後のあり方を検討 ･具体化することとし、それまでの間は、
児童青少年センターや (仮称) 子どもセンター等を活用して実施します。

○ゆうキッズは、 (仮称) 子どもセンターのほか、 学童クラブ移設後の小学校や
学童クラブ専用館等で事業展開を図ります。

0 これまで児童館が担ってきた、青少年育成委員会等の関係団体の活動を支援
する機能 ･役割は、 (仮称) 子どもセンター等で継承します。

○学童クラブ専用館や(仮称)子どもセンターに転用しない児童館は、保育園や
地域コミュニティ施設への転用を検討します。 児童館廃止後、 転用等の活用
方法が決まるまでの間は、 既存施設の暫定活用を図ります。
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